
第３１号議案 

 

加東市いじめ問題対策連絡協議会条例制定の件 

 

加東市いじめ問題対策連絡協議会条例を次のように定める。 

 

  平成３０年３月１日提出 

加東市長 安 田 正 義  

 

加東市条例第  号 

 

   加東市いじめ問題対策連絡協議会条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）

第１４条第１項の規定に基づき、加東市いじめ問題対策連絡協議会（以下「協議会」とい

う。）を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、法第１４条第１項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の

連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図

るものとする。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる機関に所属する職員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 加東市立学校 

(2) 加東市教育委員会事務局 

(3) 加東市青少年センター 

(4) 中央こども家庭センター 

(5) 神戸地方法務局社支局 

(6) 兵庫県加東警察署 

(7) 市関係課 

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める機関及び団体に所属する者 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を各１人置く。 

２ 会長は、委員の互選により選任する。 



３ 副会長は、会長の指名により選任する。 

４ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

５ 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、会議の全

部又は一部を非公開とすることができる。 

(1) 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。 

(2) 会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき。 

(3) その他公益上必要があると認めるとき。 

（関係者の出席等） 

第７条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意

見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも同様と

する。 

２ 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

（協議会の事務） 

第９条 協議会の事務は、学校教育を所管する課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 



 （招集の特例） 

２ 協議会の会長（その職務を代理する副会長を含む。）が決まっていない場合は、教育長が

招集する。 

（加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年加東市条例第 

３７号）の一部を次のように改正する。 

  別表教育支援委員会の項の次に次のように加える。 

  

いじめ問題対策連絡協議

会 

委員 日額 ８，０００



第３１号議案 要旨 

 

加東市いじめ問題対策連絡協議会条例の制定（要旨） 

 

１ 制定理由 

  学校と関係機関が連携し、いじめ相談に関する体制等について共通理解を図るとともに、 

いじめ問題の迅速な解決に向けた地域のネットワークを構築するため、いじめ防止対策推 

進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）第１４条第１項の規定に基づき、加 

東市いじめ問題対策連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置することに関し必要な事 

項を定めるものである。 

 

２ 制定内容 

(1) 協議会の所掌事務を法第１４条第１項に規定するいじめの防止等に関係する機関及 

び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連

絡調整を図るものと定めること。（第２条関係） 

(2) 組織について定めること。（第３条関係） 

  ア 協議会は、委員２５人以内で組織すること。 

  イ 委員は、学校、教育委員会、青少年センター、中央こども家庭センター、法務局、

警察その他関係機関に所属する職員を教育委員会が委嘱し、又は任命すること。 

(2) 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年加東市条例第３ 

７号）の別表にいじめ問題対策連絡協議会の項を加え、委員の報酬を日額８,０００円

と定めること。（附則第３項関係） 

 

３ 施行期日  平成３０年４月１日 

 



  新   旧   対   照   表 

現       行 改   正   案 

○加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改 

正（附則第３項関係） 

別表（第１条関係） 

区分 報酬の額 

（略） （略） （略） （略） 

教育支援委員会 医師委員 日額 20,000

医師以外の委員 日額 8,000

都市計画マスタープラ

ン策定委員会 

委員 日額 8,000

（略） （略） （略） （略） 
 

 

 

別表（第１条関係） 

区分 報酬の額 

（略） （略） （略） （略） 

教育支援委員会 医師委員 日額 20,000

医師以外の委員 日額 8,000

いじめ問題対策連絡協

議会 

委員 日額 8,000

都市計画マスタープラ

ン策定委員会 

委員 日額 8,000

（略） （略） （略） （略） 
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